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様式第３号（第８条関係） 

提案募集要項(公募型プロポーザル方式) 

プロポーザル選定委員会 委員長 

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名 

  （仮称）地域活性化発信交流拠点事業者選定アドバイザリー業務委託 

 

(2) 業務目的 

三芳町では、三芳スマートインターチェンジ（下り線）の周辺に、情報発信機能や

地域の他業種が連携した活力創生につながる商業機能を併せ持つ(仮称)地域活性化

発信交流拠点を計画している。令和７年５月に策定した「(仮称)地域活性化発信交流

拠点基本計画」を踏まえ、道の駅整備を前提とした地域活性化発信交流拠点を目指す

ため、民間事業者へのヒアリングによる導入機能・施設や事業手法及び効果の検証、

インフラ施設の計画等について、関係機関協議や検討委員会での審議を行いながら事

業者公募も見据えた「(仮称)地域活性化発信交流拠点整備計画」を策定中である。 

道の駅の整備について、民間の経営能力及び技術的能力の活用を図るため DBO方式

により本事業を実施することを予定している。 

本業務は、現在計画策定中の「整備計画」を踏まえ、実施方針等の作成から民間事

業者との事業契約締結までの検討、手続等の民間活力の導入プロセスを適正かつ確実

に推進するため、法務、金融及び建築・土木等の専門的知見を活かした総合的な支援

を受けることを目的とする。 

 

(3) 契約期間 

契約締結日から令和９年３月１７日（水）まで 

 

(4) 業務内容 

（仮称）地域活性化発信交流拠点事業者選定アドバイザリー業務委託仕様書による。 

 

(5) 委託予定額（継続費） 

  上限予算額 ２６，０００千円（税込） 

  令和７年度  ７，８００千円（税込） 

  令和８年度 １８，２００千円（税込） 

  ただし、本業務は、地方自治法第 218条の規定による令和７年度補正予算成立を前

提とした事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる業務である。したがって

三芳町議会において補正予算が否決された場合は、委託契約は締結しないものとする。 

 

(6) 業務実施上の条件 

  提案者及び本業務を担当する管理技術者は、参加申し込み時点において、下記のい

ずれかの業務実績を１件以上有することとする。 
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  ただし、共同企業体の場合は、代表企業の実績を要件とする。 

   同種業務：道の駅整備に係る事業者選定アドバイザリー業務 

   類似業務：公共施設等の整備に係る事業者選定アドバイザリー業務 

 

(7) 業務所管課 

  道路交通課 

 

２ 参加申込書に関する事項 

(1) 参加申込の資格要件 

ア 三芳町建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要領の別表第１又は別表第

２の各号に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者。 

イ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項（同令第167条の

11第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当しない者。 

 ウ 埼玉県または三芳町の競争入札参加資格者名簿へ登録されている者。例外とし

て、資格者名簿に登録されていない者は、本要領２(3)のとおり①～④の必要

書類を提出すること。 

 エ 共同企業体で構成する場合は、上記ア～ウに掲げる条件を満たしている者によ

り構成される企業であること 

 

(2) 参加申込書作成に関する質問・回答 

ア 提出方法：質問は、電子申請システムで送付するものとする。 

なお、文書には担当窓口の部署、氏名、電話番号、メールアドレスを記載する

ものとする。 

イ 申請アドレス：町ホームページ上に掲載

（https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adov

isory_proposal.html） 

ウ 質問受付期限：令和７年１１月４日（火）正午まで 

エ 質問に対する回答は、令和７年１１月７日（金）までに、町のホームページで

公表するものとする。 

 

(3) 参加申込書の作成様式 

参加を希望する事業者は、次のとおり参加申込書等の必要書類を提出すること。単

体企業、共同企業体で異なる様式があるため、確認の上作成すること。 

ア 参加申込書(押印不要)（様式第６－１号または第６－２号） １部 

  イ 提案者概要・技術資料（様式第１３－１号または第１３－２号） １部 

※技術資料における「実績」は３件を上限とする。（提案者の業務実績は、１件

のみとする。予定管理技術者の業務実績は、３件まで記入できる。） 

※手持ち業務は公表日時点（令和７年１０月２８日）で作成し、請負金額500万

円以上(税込)の業務を対象とする。 

※契約書等の添付は求めない。 

https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovisory_proposal.html
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovisory_proposal.html
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※三芳町プロポーザル方式業者選定実施要綱第７条第２項の規定により、資格者名

簿に登載されていない者が公募型プロポーザル方式に参加するときは、参加申込

書の提出にあたり、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。 

①登記事項証明書（発行後３か月以内のもの。） 

②営業所表（様式第１４号） 

③委任状（様式第１５号。ただし、対象業務において代理人を置く場合に限る。） 

④財務諸表（直前決算のもの。貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書。） 

 

(4) 参加申込書提出期限、提出場所及び方法 

ア 提出方法：参加申込みは、電子申請システムでPDFデータを提出するものとす

る。 

イ 申請アドレス：町ホームページ上に掲載

（https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adov

isory_proposal.html） 

ウ 提出期限：令和７年１１月１１日（火）正午まで 

 

３ 提案者の選定に関する事項 

(1) 次の評価項目により選定委員会で提案者を選定する。参加資格を満たすと判断され

た事業者が８者以上であった場合は、上位７者を選定し、選定委員会から通知する。 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

業務実績 

提案者の業務実績 同種・類似業務の実績等 

予定管理技術者が当該業務を遂行

するために必要な知識・経験を有し

ているか 

同種・類似業務の実績等 

専任性 
当該業務に専念できる時間が十分

あるか 
手持ち業務量等 

実施体制 

実施体制はどうか 業務の分担構成、技術者・従 

事予定者等、実施体制の妥 

当性 

 

(2) 非選定理由に関する事項 

参加申込書を提出した者のうち、提案者として選定されなかった者に対しては、非

選定理由を書面により、選定委員会（所管課）から通知する。 

 

４ 提案書の作成に関する事項 

(1) 提案書の作成様式、提出部数 

  電子データ（PDF形式） １部 

  ※仕様書に基づき企画提案書を作成すること 

  ※用紙サイズやページ数に制限はないが、提案のプレゼンテーションの際に説明で

きる範囲とする。 

https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovisory_proposal.html
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovisory_proposal.html
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(2) 記載上の留意事項 

  以下の項目の記載を必須とする。 

 ア 実施体制 

イ 業務実施方針 

ウ 実施フロー 

エ 主要検討項目 

オ 工程表 

カ 課題に対する取組み手法 

キ 特定テーマ 民間事業者の参画意欲を高めるとともに、民間のノウハウを最大限

に活用するための提案 

ク 参考見積（積算内容を含む） 

 

(3) 提案書作成に関する質問・回答 

ア 提出方法：質問は、電子申請システムで送付するものとする。 

なお、文書には担当窓口の部署、氏名、電話番号、メールアドレスを記載するも

のとする。 

イ 申請アドレス：町ホームページ上に掲載 

（ https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovis

ory_proposal.html） 

ウ 質問受付期限：令和７年１１月１９日（水）正午まで 

エ 質問に対する回答は、令和７年１１月２６日（水）までに、町のホームページで

公表するものとする。 

 

(4) 提案書の提出期限、場所及び方法 

ア 提出方法：提案書は、電子申請システムで PDFデータを提出するものとする。 

イ 申請アドレス：町ホームページ上に掲載 

（ https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovis

ory_proposal.html） 

ウ 提出期限：令和７年１２月１１日（木）正午まで 

 

(5) 提案のプレゼンテーション 

ア 発表方法：対面によるプレゼンテーション及び質疑応答 

イ 発表場所：三芳町役場本庁舎 

ウ 発表日時：令和７年１２月１８日（木） 

エ 提案者の集合時間、集合場所は別途案内を行う。 

オ プレゼンテーションに欠席した場合は、委託に応じる意思の無いものとみなす。 

 

(6) 提案書を採用するための評価基準 

ア 業務実績等に関する評価 

https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovisory_proposal.html
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovisory_proposal.html
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovisory_proposal.html
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/michinoeki_adovisory_proposal.html


 

 

5 

 

  上記６提案者の選定に関すること(1)と同様 

イ 提案内容に対する評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

業務内容の理解度 事業の趣旨、地域の特性の理解度

が高い場合に優位に評価する。 

業務実施方針の内容 

実施手順の妥当性 実施手順と取り組み手法の妥当が

高い場合に優位に評価する。 

実施フロー、課題に対する取り

組み手法の内容 

工程計画の妥当性 工程計画に妥当性が高い場合に優

位に評価する。 

工程表の内容 

その他魅力的な提

案 

有益な代替案、重要事項の指摘が

ある場合に優位に評価する。 

仕様書にない独自提案 

提案の的確性① 地形、環境、地域特性などの与条

件との整合性が高い場合に優位に

評価する。 

特定テーマ 

提案の的確性② 着眼点、問題点、解決方法が網羅

されている場合に優位に評価す

る。 

特定テーマ 

実現性① 提案内容に説得力がある場合に優

位に評価する。 

特定テーマ 

実現性② 提案内容を裏付ける類似実績が明

示されている場合に優位に評価す

る。 

特定テーマ 

ウ 参考見積価格 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

参考見積 価格の競争性・妥当性 参考見積価格 

エ プレゼンテーション・ヒアリングの評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

説得力 説明が論理的で納得できる場合に優

位に評価する。 
プレゼンテーション内容 

資料調整能力 
資料及びプレゼンテーションが分か

りやすい場合に優位に評価する。 

 

(7) 提案者の内定方法 

  三芳町プロポーザル方式業者選定実施要綱第14条に基づき、プロポーザル選定委員

会の審査を経て、提案者を内定する。 

 

(8) 提案書の不採用理由に関する事項 

提出した提案書が採用されなかった者に対しては、採用されなかった旨とその不採

用理由を書面により、審査委員会(所管課)から通知する。 
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５ 提案の内定者に関する事項 

所管課と内定者は、発注業務の仕様内容について協議し、その内容を決定する。所管

課は、業務仕様内容が決定し、業務の発注が整った段階で、当該業務の契約を内定者と

随意契約により契約を締結する。 

 

６ 本提案募集要項についての問い合わせ先 

三芳町 道路交通課 地域活性化発信交流拠点整備担当 

〒354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1 

TEL   049－258－0019（内線227・228）  

e-mail douro@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

 

７ その他の留意事項 

(1) 提出期限までに参加申込書を提出しない者及び提案者に選定された旨の通知を受

けなかった者は、提案書を提出することができない。 

(2) 参加申込書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。 

(3) 参加申込書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加申込書及び提案書を無効 

とし、その提出者を失格とする。 

(4) 提出期限後における参加申込書及び提案書の差替え及び再提出は認めない。 

(5) 提出された参加申込書及び提案書は返却しない。なお、提出された参加申込書及び 

提案書は、提出者に無断で使用しない。 

(6) 提案書に記載した予定技術者は、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合を除き、 

変更できない。 

(7) 選定経過の透明性を確保するため、必要な限度で参加者ごとの評価結果を事後に公 

表することがある。 

 

８ 参考資料 

 ・（仮称）地域活性化発信交流拠点基本計画 

  掲載ページ（三芳町ホームページ）：

https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/bousai/douro/chiikikasseikahassink

ouryuukyoten.html 

 ・（仮称）地域活性化発信交流拠点整備計画策定検討委員会 資料 

  掲載ページ（三芳町ホームページ）：

https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/chiikikasseikahassink

ouryuukyoten.html 

 ・三芳町第6次総合計画 

  掲載ページ（三芳町ホームページ）： 

https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/miyoshi_towm_6sougouk

eikaku.html 

 

以 上 

mailto:douro@town.saitama-miyoshi.lg.jp
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/bousai/douro/chiikikasseikahassinkouryuukyoten.html
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/bousai/douro/chiikikasseikahassinkouryuukyoten.html
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/chiikikasseikahassinkouryuukyoten.html
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/chiikikasseikahassinkouryuukyoten.html
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/miyoshi_towm_6sougoukeikaku.html
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